
若者版

賃貸アパートを借りる時の注意点

発行：山口県消費生活センター
令和6年2月15日

賃貸アパートを借りることになったが、入居前に解約

を申し出たところ、支払ったお金はほとんど返せない、

と言われた。なんとかならないか。

●住宅の賃貸借に関する消費者トラブルは、１０～２０歳代の若者にもみられます。

特に実家を離れて新たな生活を始める際に住宅を借りることが多いことから、トラ

ブルにならないよう賃貸借契約について十分に理解しておきましょう。

●契約した後で「やっぱり止めたい」と申し出ても一方的に契約を止めることはでき

ません。よく検討してから判断しましょう。

●契約後に不利な条件を見つけても、条件の変更は難しいので契約前に契約内容

をよく確認してください。特に、禁止事項、修繕に関する取り決め、

退去する際の費用負担に関する事項のほか、「クリーニング費用

は全額借主負担」といった特約がないか確認しておきましょう。

●入居前にできる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認

し、部屋の中のキズや汚れの写真を撮っておきましょう。

● 困ったときは、お近くの消費生活センターに相談しましょう。



お知らせ

消費者ホットライン「１８８」 御案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（７桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

若者の消費者トラブル啓発動画「相談しよう！
そうしよう！」配信中！

• 成年年齢引下げを契機とした若年層の消費者被害の防止を図ることを目的とし

て、消費者トラブルへの注意喚起を促す若者向けの動画と、身近な相談相手で

ある親世代向けの動画を制作しています。

• １８歳の主人公がトラブルに巻き込まれる様子を、若者、その親、それぞれの

目線で描いたストーリーになっています。ぜひ、２本あわせてご覧ください！

【若者編】

【親世代編】


